
議案第１３号 

 

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例の一部を改正する条例を次の

とおり制定する。 

 

平成１９年 ２ 月１４日提出 

川崎市長 阿 部 孝 夫 

 

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例の一部を改正する条例 

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例（平成１１年川崎市条例第５

０号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第９１条」を「第９１条の２」に改める。 

第８８条中「影響」の次に「（以下「地盤の沈下等」という。）」を加え、

同条の次に次の１１条を加える。 

（地下水の揚水に係る許可） 

第８８条の２ 一の事業所に設置される動力を用いて地下水を揚水するための

施設（以下「揚水施設」という。）により地下水を揚水しようとする事業者

（第８９条の規定による届出をした者を含む。）は、次の各号のいずれかに

該当する場合は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。 

(1) 揚水機の吐出口の断面積の合計（揚水施設が２以上ある場合は、それら

の揚水機の吐出口の断面積の合計。以下同じ。）が６平方センチメートル

を超える揚水施設により揚水しようとする場合 



(2) 揚水しようとする地下水の量（揚水施設が２以上ある場合は、それらに

より揚水しようとする地下水の量の合計。以下「揚水量」という。）が、

１月間を平均し１日当たり５０立方メートル以上である場合 

２ 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項について記載した書類

を市長に提出しなければならない。 

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

(2) 揚水施設の設置場所 

(3) 地下水の用途 

(4) ストレーナーの位置 

(5) 揚水機の吐出口の断面積の合計 

(6) １月間を平均した１日当たりの 大揚水量 

(7) その他規則で定める事項 

（許可の基準） 

第８８条の３ 市長は、前条第１項の許可の申請に係る同条第２項第４号及び

第５号に掲げる事項が規則で定める基準に適合していると認めるときでなけ

れば、同条第１項の許可を与えてはならない。ただし、次の各号のいずれか

に該当すると市長が認める場合は、この限りでない。 

(1) 災害時における必要な措置として地下水を揚水しようとするとき。 

(2) 規則で定める用途に供する地下水を揚水しようとする場合で、他の水源

をもって地下水に代えることが著しく困難であるとき。 

（許可の条件） 

第８８条の４ 市長は、第８８条の２第１項の許可には、地盤の沈下等を防止

するため、必要な限度において、条件を付することができる。 

（開始の届出） 

第８８条の５ 第８８条の２第１項の許可を受けた事業者（以下「許可揚水者」



という。）は、当該許可に係る揚水施設（以下「許可揚水施設」という。）

により、地下水の揚水を開始したときは、その日から起算して１５日以内に、

その旨を市長に届け出なければならない。 

（変更の許可） 

第８８条の６ 許可揚水者は、第８８条の２第２項第２号から第６号までに掲

げる事項を変更しようとするときは、その内容を記載した書類を市長に提出

し、その許可を受けた後でなければ当該許可に係る変更をしてはならない。 

２ 前項の許可を受けた許可揚水者は、当該許可に係る変更をしたときは、そ

の日から起算して１５日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。 

３ 第１項の許可を受けた許可揚水者は、当該許可に係る変更を中止したとき

は、その日から起算して３０日以内に、その旨を市長に届け出なければなら

ない。 

４ 第８８条の３及び第８８条の４の規定は、第１項の許可について準用する。 

（変更の届出） 

第８８条の７ 許可揚水者は、第８８条の２第２項第１号又は第７号に掲げる

事項について変更があったときは、その日から起算して３０日以内に、その

旨を市長に届け出なければならない。 

２ 許可揚水者は、前条第１項の規定にかかわらず、第８８条の２第２項第５

号又は第６号に掲げる事項の変更により、同条第１項各号のいずれにも該当

しなくなったときは、当該変更をした日から起算して３０日以内に、その旨

を市長に届け出なければならない。 

３ 前項の規定による届出をした許可揚水者は、第８９条の規定による届出を

したものとみなす。 

（承継） 

第８８条の８ 許可揚水者から許可揚水施設の全部を譲り受け、又は借り受け



た事業者は、当該許可揚水者の地位を承継する。 

２ 許可揚水者について相続、合併又は分割（当該許可揚水施設の全部を承継

させるものに限る。）があったときは、相続人、合併後存続する法人若しく

は合併により設立した法人又は分割により当該許可揚水施設を承継した法人

は、当該許可揚水者の地位を承継する。 

３ 前２項の規定により許可揚水者の地位を承継した事業者は、その承継があ

った日から起算して３０日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。 

（揚水の取りやめの届出） 

第８８条の９ 許可揚水者は、地下水の揚水を取りやめたときは、その日から

起算して３０日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。 

（許可の失効） 

第８８条の１０ 第８８条の７第２項又は前条の規定による届出があったとき

は、第８８条の２第１項の許可は、その効力を失う。第８８条の６第３項の

規定による届出があった場合の同条第１項の許可についても、同様とする。 

（許可の取消し） 

第８８条の１１ 市長は、許可揚水者が次の各号のいずれかに該当するときは、

第８８条の２第１項又は第８８条の６第１項の許可を取り消すことができる。 

(1) 詐欺その他不正な手段により、第８８条の２第１項又は第８８条の６第

１項の許可を受けたとき。 

(2) 第９１条第２項の規定による命令に違反したとき。 

(3) 第８８条の２第１項の許可に係る地下水の揚水を許可の日から起算して

１年以内に開始せず、又は１年以上引き続き休止している場合で、当該揚

水を開始し、又は再開する見込みがないとき。 

（許可違反に対する措置命令） 

第８８条の１２ 市長は、第８８条の２第１項又は第８８条の６第１項の許可



を受けることなく地下水を揚水する事業者に対し、揚水量の減少又は地下水

の揚水の停止を命ずることができる。 

第８９条を次のように改める。 

（地下水の揚水に係る届出） 

第８９条 揚水施設により地下水を揚水しようとする事業者（第８８条の２第

１項の許可を受けなければならない事業者を除く。）は、揚水を開始する日

の３０日前までに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。 

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

(2) 揚水施設の設置場所 

(3) 地下水の用途 

(4) ストレーナーの位置 

(5) 揚水機の吐出口の断面積の合計 

(6) １月間を平均した１日当たりの 大揚水量 

(7) 揚水開始の予定年月日 

(8) その他規則で定める事項 

 第８９条の次に次の２条を加える。 

（変更の届出） 

第８９条の２ 前条の規定による届出をした者（以下「届出揚水者」という。）

は、前条各号に掲げる事項について変更があったとき（第８８条の２第１項

の許可を要するときを除く。）は、その日から起算して３０日以内に、その

旨を市長に届け出なければならない。 

（準用） 

第８９条の３ 第８８条の８及び第８８条の９の規定は、届出揚水者について

準用する。この場合において、これらの規定中「許可揚水者」とあるのは「届

出揚水者」と、「許可揚水施設」とあるのは「第８９条の規定による届出に



係る揚水施設」と読み替えるものとする。 

第９０条及び第９１条を次のように改める。 

（揚水した地下水の量の測定等) 

第９０条 許可揚水者は、規則で定めるところにより、揚水した地下水の量及

び地下水の水位を測定し、その結果を記録するとともに、保存し、及び市長

に報告しなければならない。 

２ 届出揚水者は、規則で定めるところにより、揚水した地下水の量を測定し、

その結果を記録するとともに、保存し、及び市長に報告しなければならない。 

（勧告及び命令） 

第９１条 市長は、地下水の揚水による地盤の沈下等を防止する必要があると

認めるときは、揚水施設により地下水を揚水する事業者に対し、期限を定め

て、揚水量の減少、地下水の揚水の停止その他必要な措置をとるべきことを

勧告することができる。 

２ 市長は、前項の規定による勧告を受けた事業者がその勧告に従わないとき

は、当該事業者に対し、揚水量の減少、地下水の揚水の停止その他必要な措

置をとるべきことを命ずることができる。 

第８章第２節中第９１条の次に次の１条を加える。 

（適用除外） 

第９１条の２ 第８８条の２から前条までの規定は、温泉法（昭和２３年法律

第１２５号）による温泉の採取又は工業用水法（昭和３１年法律第１４６号）

による工業の用に供する地下水の採取については、適用しない。 

第１３１条第２号中「又は第５６条第３項」を「、第５６条第３項又は第９

１条第２項」に改める。 

第１３４条第１号中「、第６４条の２第１項若しくは第２項又は第８９条第

１項」を「又は第６４条の２第１項若しくは第２項」に改め、同条第２号中「又



は第６１条第５項」を「、第６１条第５項又は第８８条の１２」に改める。 

第１３５条第１号中「又は第８９条第２項若しくは第３項」を「、第８８条

の５、第８８条の６第２項若しくは第３項、第８８条の７第１項若しくは第２

項、第８８条の８第３項若しくは第８８条の９（これらの規定を第８９条の３

において準用する場合を含む。）、第８９条又は第８９条の２」に改め、同条

に次の１号を加える。 

(4) 第９０条第１項又は第２項の規定による記録をせず、保存をせず、報告

をせず、虚偽の記録をし、又は虚偽の報告をした者 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１９年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前の条例（以下「旧条例」という。）第８９

条第１項若しくは第２項の規定による届出をしている者（以下「旧条例の届

出者」という。）又は同条第１項に規定する地下水の揚水以外の地下水の揚

水をしている者で、改正後の条例（以下「新条例」という。）第８８条の２

第１項の許可を要する事業者に該当するものについては、同項の許可を受け

たものとみなす。 

３ 前項の規定により新条例第８８条の２第１項の許可を受けたものとみなさ

れた者（以下「従前の揚水者」という。）（旧条例の届出者を除く。）は、

この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から起算して１年以内（当

該期間内に新条例第８８条の６第１項の規定による変更の許可の申請をする

場合にあっては、当該申請をする日まで）に、規則で定める事項を市長に届

け出なければならない。 

４ 従前の揚水者（旧条例の届出者を除く。）が、前項の期間内に同項の規定



による届出をしなかった場合は、当該期間経過時において、当該地下水の揚

水に係る新条例第８８条の２第１項の許可は、取り消されたものとみなす。 

５ 従前の揚水者（旧条例の届出者を除く。）については、新条例第９０条第

１項の規定は、施行日から起算して１年間（当該期間内に新条例第８８条の

６第１項の許可を受け、当該許可に係る変更をした場合にあっては、その変

更の時までの間）は、適用しない。 

６ 従前の揚水者について、新条例第８８条の６第１項の規定による変更の許

可の申請がある場合における当該許可の基準は、同条第４項において準用す

る新条例第８８条の３の規定にかかわらず、規則で定めるところによる。 

７ この条例の施行の際現に新条例第８９条の規定による届出を要する事業者

（以下「小規模無届揚水者」という。）に該当するものについては、施行日

から起算して１年以内に、規則で定める事項を市長に届け出なければならな

い。 

８ 前項の規定による届出は、新条例第８９条の２並びに新条例第８９条の３

において準用する新条例第８８条の８及び第８８条の９の規定の適用につい

ては、新条例第８９条の規定による届出とみなす。 

９ 附則第７項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、１０万

円以下の罰金に処する。 

１０ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、

その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰す

るほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。 

１１ 小規模無届揚水者については、新条例第９０条第２項の規定は、施行日

から起算して１年間は、適用しない。 

１２ この条例の施行前に旧条例の規定により行うこととされている届出及び

報告であって、この条例の施行の際現に行われていないものについては、な



お従前の例による。 

１３ この条例の施行前にした行為及びこの附則においてなお従前の例による

こととされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用につい

ては、なお従前の例による。 

（検討） 

１４ 市長は、この条例の施行後適当な時期において、新条例の施行の状況を

勘案し、必要があると認めるときは、新条例に規定する地下水の揚水に関す

る規制について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと

する。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

地下水の揚水に関する規制を見直し、新たに許可制を導入するとともに、現

行の届出制を変更すること等のため、この条例を制定するものである。 

 

 




